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Manusmrti 王権論における第8,9 章の意義( 下)

沼 田 一 郎

・渡河料免除・船舶における損失の弁済（8.404－409）

ここでは河川・海洋上の移動に関する規定が集められている。Manu

第8 章の構成から見ると，経済活動にともなう諸費用あるいは税負担と，

その免除規定の一部をなすと見ることができるであろう 。panamyanarntaredapyampauruso'rdhapanamtare/padampasuscayosiccapadardhamriklakahpuman//bhandapurnaniyananitaryamdapyanisaratah/riktabhandaniyatkimcitpumamsascaparicchadah//dirghadhvaniyathadesamyathakalamtarobhavet/naditiresutadvidyatsamudrenast

円aksanam//garbhinitudvimasadistathapravrajitomunih/brahmanalinginascaivanadapyastarikamtare//vannavikimciddasanamvisiryetaparadhatah/taddasairevadatavyamsamagamyasvato'm

もatah//esanauyayinamuktovyavaharasyanirnayah/dasaparadhatastoyedaivikenastinigrahah//8.404-9/

渡河に際しては乗り物について1 パナ，人が運ぶ場合は半パナ，

動物と女は4 分の1 ［パナ］，荷物を持だない人には8 分の1 パ

ナが払わされるべきである。

長距離の場合の船賃は場所及び時による。これは川岸に沿って行

く場合についてであり，海を行く場合については決まっていない。

しかし，妊娠二ヶ月以上の女，遍歴者，ムニ，バラモン及び徴を

もつ者（学生，苦行者）は，渡河に際しての船賃を払わされるべ

きではない 。
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船 上 で 船 員 の 過 失 に よ っ て 破 損 し た も の が 何 か あ れ ば ， 船 員 が 自

分 の 取 り 分 に 従 い ， 一 括 し て 弁 済 す べ き で あ る。

以 上 が ， 水 上 で 船 員 の 過 失 に 起 因 し て 上 客 に よ っ て 提 起 さ れ た 紛

争 の 解 決 法 が 述 べ ら れ た。,天 災 に よ る 場 合 は 罰 則 は な い 。Kaut

で は2.28 「 船 舶 長 官(navadhyaksa ）」 に お い て ， 渡 河 料 の 免 除 規

定 と 損 失 の 弁 済 を 扱 う 。brahmanapravrajitabalavrddhavyadhitasasanahara-garbhinyonavadhyaksamudrabhistareyuh/Kaut2.28.18/

バ ラ モ ン ， 遊 行 者 ， 少 年 ， 老 人， 病 人 ， 詔 勅 を 運 ぶ 者 ， 妊 婦 は 船

舶 長 官 の 印 章 があ れば 渡 河 す る こ と が で き る。purusopakaranahinayamasamskrtayamvanavivipannaj'amnavadhvaksonatamvinastamvaabhyavahet//Kaut2.28.26/w

● ● ● ●・ ● ●
人 員 や 装 備 に 欠 陥 が あ っ た り， 航 行 に 適 さ な い 船 が 災 難 に あ っ た

と き は ， 船 舶 長 官 は失 わ れ た り損 な わ れ た り し た も の を 利 用 者 に

弁 償 す る べ き で あ る。

ま た ， 第3 巻 「 司 法 」 の 「雑 則 （prakirnaka) 」 規 定 に も 以 下 の よ う

に 言 及 さ れ て い る 。gulmataradeyambrahmanamsadhayatah/Kaut3.20.14//

バ ラ モ ン に 波 止 場 使 用 料 や 渡 河 料 を 支 払 わ せ た ら ［ 罰 金 は12 パ ナ

で あ る ］。

渡 河 料 免 除 そ の も の は経 済 問 題 で あ る が ， そ の 不 履 行 に対 す る 罰 則 規

定 で あ る 。 他 の ダ ルマ 文 献 で はYai とVis に 見 ら れ るが ， こ の う ち 以 下

のYaj の 規 定 に は 問 題 が あ る 。tarikahsthalajam

乱ulkamgrhnandapyahpanandasa/brahmanaprativesyanametadevaanimantrane

バ

こ の 規 定 は,Mitaksara の 依 拠 す る テ キ スト で は2.263 に 配 置 さ れ る が，Balaknda

は こ れ を2.228 に 置 く 。 前 者 は 司 法 主 題 と し て は 「 共 同 作 業

（sa印bhuyasamutthana) 」 に 含 ま れ ， 後 者 で は 「物 理 的 な 暴 力 （dandaparusya

）」 に 属 す る。 他 の ダ ルマ 文 献 の対 応 す る 司 法 主 題 に類 似 の 規 定 が

含 ま れ る こ と は な く， い ず れ の セ ク シ ョ ン に 置 い て も整 合 性 は ない 。 上

記 の よ う にKaut で は 司 法 の ［ 雑 則 ］（3.20.14） と し て 関 連 す る 規 定 が 含

ま れ て い る こ と か ら も わか る よ う に， こ の 渡 河 料 免 除 に 類 す る 規 定 は司
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法主題にはなじまないのである。

したがって,Manu がこれを第8 章の末尾に置くことには一定の合理

性があると言えるであろう。

・未獲得の土地の正服と入植・トゲの除去

ここでは，王が新しく領土を獲得すべきことと，領国内における治安

の維持が規定されている。冒頭で以下のように言う。evamdharmyanikaryanikurvansamyanmahipatih/desanalabdhanlipsetalabdham

もcaparipalayet//samyahnivistade

らastukrtadurgasca もastratah/kantakoddharanenityamatisthedyatnamuttamam//9.251-2//

以上のように,dharma に関連する諸業務を正しく行う王は，未

獲得の領土を得ようとするべきである。また。獲得済みの［領土］

を守るべきである。

彼は領土に正しく入植し，論書の規定するところにしたがって城

塞を築き，トゲの除去に常に最大限の努力を傾けるべきである。

王は新しく獲得した領土において「トゲの除去」を行うことが求めら

れているのである。これに続く規定において，「トゲの除去」の具体的

な内容一主として盗賊の取り締まりーが示されている。しかし，新しい

領土の獲得と安全な国家の実現とは，関連はあるが本来別の範暗に属す

る課題であろう。Kaut ではこれらを以下のように別々に扱っている。

（1）2.1 ：地方への入植（janapada-nivesa)

（2）4 よ13: トゲの除去 （kantaka-sodhana）

上記（1）は,Manu 第7 章に対応箇所を持つ。Manu は7.114-119において，

〈1 村落（grama ）－10村落 －20村落う00 村落一1000村落〉あるいは，

〈家（kula）一村落 一都市 （pur.nagara) 〉という階層的な統治を規定す

るが，これは以下のKaut の記述と対応する。astasatagramyamadhyesthaniyam,catuhsatagramyadronamukham,dvisatagramyahkarvatikam,dasagramisamgrahenasthapayet//Kaut2.1.4//800

村落の中央にsthaniya を,400 村落の中央にはdronamukha
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を,200 村落の中央にはkarvatika を，10村落ならsamgrahana

を設置せよ。Kaut

においてはこのような統治機構は「地方への入植」に関連して

規定されているが,Manu では「地方への入植」という標題は9 章で扱

い，その内実は7 章において記述しているということになる。

る 。

「トゲの除去」は上述のように盗賊の取り締まりを実質的な内容とす

dvividha甲staskaranvidyatparadravyapaharakan/prakasam

らcaprakasamscacaracaksurmahipatih//-

〆w － － －－ ●=●prakasavancakastesamnanapanyopajivinah/pracchannavancakastvetestenatavikadayojanah//9,256-7//

スパイを［自らの］眼とする王は，他人の財物を奪う盗賊には2

種類あると知るべきである。それはprakasa とaprakasa とであ

る。

彼らのうち,prakasa な盗賊とは，種々の商品によって生計を成

り立たせる者であり，盗賊・林住族などの人が隠れた盗賊である。

ここで,prakasa とapraka らa（pracchanna ） が対比 さ れてい る。

「praka らaな盗賊」とはどのような存在であろうか。Manu の規定によ

れば，それらは「収賄する者 （utkocaka）,恐喝する者（aupadhika）,詐

欺師（vaficaka）,博徒（kitava）,祝祭を示して生活する者（mafigalades-avrtta

） 吉 祥 の 方 角 を 見 る 者 （bhadrapreksanika ）, 不 正 を す る

（asamyakkarin ）高官（mahamatra ）と医者（cikitsaka）,技術を発揮して

生活 する者 ㈲popacarayukta ）, 巧みな遊女 （panyayosit一nipuリa）］

（9.258-259）というこ とになる。収賄や恐喝，あるいは賭博を生業 とす

るものが「盗賊」に等しいというのは理解できるが，医師や技術者がそ

のように分類されるのは何故であろうか。

ここで,Kaut4.1 に言及される「盗賊と称さない（a-cora-akhya) 盗賊

たち）を参照する必要があるであろう。evamcoranacorakhyanvanikkarukusilavan/bhiksukankuhakamscanyanvarayeddesapidanat//4

よ66//
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以上のように 商人・職人・役者 心ヒ丘・詐欺師その他の，盗賊

と称さない盗賊たちは，国土を苦しめるものであるので防がなけ

ればならない。

Kaut は4.1と続く4.21二おいて， 主として職人と商人の活動を厳しく,監

視する必要を説くが，職人には「医 師」も含まれている。逐語的に一致

するものではもちろ んないが,Manu の 「prakasa な盗賊」とKaut の

「盗賊と称さない盗賊」の間に共通点があることは指摘できるであろう。

「prakasa な盗賊」は，「公然と盗みをはたらく」のではなく，「公然と

日常生活を送るが，本質的には盗賊である者」を意味していると考えら

れる。

【王国の構成要素】(9.294-297)

古典インドの王権論においては，国家をいくつかの構成要素の集合体

と考える。ここで扱っているManu 第9 章の場合は以下の通りである。svamyamatyaupuramrastramkosadandausuhrttatha/saptaprakrtayohyetahsamastamrajyamucyate)//saptanamprakrtinamturajyasyasamyathakramam/purvampurvamgurutaramjaniyadvyasanammahat//saptarigasyeharajyasyavistabdhasyatridandavat/anyonyagunavaisesyannakimcidatiricyate//tesutesutukrtyesutattadarigamvisisyate/yenayatsadhyatekaryamtattasminchresthamucyate//

君主，大臣，都市，領土，国庫と軍隊，そして友邦，これらが7

要素であり，総体としての王国であると言われている。

しかしこれら王国の7 つの諸要素の中では，順々に先のものほど

重要で，損失も大きいと知れ。

この世で7 要素が，三叉の杖のように固く結ばれているなら，王

国にとってはどの要素も相互に性質が異なっているので，特にど

れが勝っていると言うことはない。

それぞれの目的に応じて，それぞれの要素が勝る。何らかの目的

がそれによって達成されるならば，その要素がその場合に重要と
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しかし,Manu 第7 章にはこれとはやや異なる説が見られるのである。madhyamasyapracaramcavijiigisoscacestitam/

しidasmapracaramcasatroscaivaprayatnat 油//etahprakrtayomulammandalasyasamasatah/astaucanyahsamakhyatadvadasaivatutahsmrtah//amatyarastradurgarthadandakhyahpancacapar

的/pratyeka

印kathitahvet 油samksepenadvisaptatih//7.155-157//

中間国の動向，征服しようとする王の動き，中立国国の動向と敵

のそれについて努めて ［考慮せよ］。

これらの諸要素は，結局のところ外交政策の基本なのである。そ

して他にも8 つの［要素］が挙げられている。［要素は合計］12

であると言 われている。

大臣，国土，城塞都市，富，軍隊が別の5 要素であると言われて

いる。これらは ［上記のそ ］れぞれに対応して述べられているの

であり，結局のところ72 ［要素］になる。

ここでは「要素」は「外交政策（mandala) 」のを構成するもの

として扱われているので,9 章の場合とは異なっている。自国と

友邦についても間接的には言及していると言えるが，以下に示す
㈲

ように7 つ の要素を残らずを列挙するのが普通である。

犬 王 大臣 都市 国土 国庫 軍隊 友邦

Manu ＝ ●svaminamatya pura rastra kosa danda suhrd

Kaut6 工1
＿

●svamm amatya durga ianapada kosa danda mitra

Yaj1.353 ＝ ●svaminamatya durga jana kosa danda raitra

Vis3.33
＿

●svaminamatva durga rastra kosa danda mitra

MBh12.69.62-3 atman amatva pura janapada kosa danda mitra

MBh12.308.154 mahipati amatya pura raastra kosa danda mitra
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4 まとめ

以上,Manu8 ，9 章の記述の中から，主としてKaut に対応箇所あ

るいは類似した記述のあるものを取りだして検討した。それは内容的に

は第7 章のそれに比して具体的で，いわばより実務的な内容である。本

稿の冒頭で指摘したように,rajadharma セクションはダルマ文献のト

ピックとしては異質である。Manu の編纂者たちはKaut もしくはそれ

に極めて近い内容を有する資料から，多大な影響を受けつつそれを作り

上げたと考えてよいであろう。

また,Manu に同一主題を扱うセクションが複数存在するということ

は，この文献の重層的な成立過程を示している。Manu は確かに総合的

な内容を有しているが，それだけに個々のセクションに分解してその内

容を検討する必要もあるであろう。
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tallpancabhiramatyajanapadadurgako らadandaprakrtibhirekaikaxahsamyuktamndalamastadasakambhavati/6.2.24-25

あるいは，征服者・友邦・友邦の友邦が味方のmandala の三つの構成要素

である。それらはそれぞれ大臣・地方・城塞都市・国庫・軍隊という五つ

の国家の構成要素と結びついているから，味方のmandala は合計18の要素

からなるのである。
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